
自分の生き方を決められない社会の憲法の行方（弁護士　猪股
正）
弁護士　猪股　正

参議院選挙が終わりました。
改憲派が、憲法改正の発議に必要な参議院全体の３分の２の議席をとり、今後、憲法改正に向けた動きが確実に加速していくことになりま
す。

昨年９月１９日、安倍政権は憲法に背いて戦争法を成立させました。
選挙期間中、アベノミクスが大きな成果を上げ経済は確実に上向いているなどと喧伝されましたが、実際には、世帯所得は落ち込みを続け、
中間層は減少し、貧困率は過去最悪です。
憲法に従わず、貧困と格差を拡大させている政権が、この国ではどうして存続するのだろうかと考えます。

国際調査によると、「自分の生き方を自分で決められていますか？」という質問に、「はい」と答える割合が、日本人は６０か国中５９番
目でビリから２番目だそうです。
慶応義塾大学経済学部教授の井手英策さんは、著書「１８歳からの格差論」の中で、こう言います。
「僕はこう思うんです。自分が自分の生き方を決められてはじめて、ほかの誰かが自由を持てないことへの怒りもこみあげてくるのではな
いか、と。」。
非正規雇用が４割、共働きでも世帯所得は減り、貯蓄もない世帯が増え、安心して子育てもできず、生きるのが精一杯。自分の生き方なん
て決められない。
確かに、こんな社会に生きていれば、人の自由や平等どころではない、憲法を変えられることへの怒りも出てこないかもしれません。

自分の生き方を自分で決められない社会、そんな理不尽な社会を子どもたちに遺せません。
誰もが自分の生き方を自分で決められる、公正な社会を実現するために、あきらめず、力を合わせましょう。
そして、自由と民主主義、平和を守りましょう。

常に念じている僧のいる山～常念岳
松本で日弁連貧困本部の合宿、長野市内の信州大学で税制と社会保障の集会がありました。せっかくの夏の長野なので、北アルプスの常念
岳に登ってきました。

常念岳は、安曇野の西にそびえる山です。
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ＮＨＫの連続テレビ小説「おひさま」で生徒達が登った山です。
安曇野から見る常念岳の美しさについて、「日本百名山」（深田久弥著）には、「松本から大町へ向かって安曇野を走る電車の窓から、も
しそれが冬であれば、前山を超えてピカリと光る真白いピラミッドが見える。私はそこを通るごとに、いつもその美しい峰から眼を離さな
い。そして今年こそ登ろうと決心を新たにするのが常である。」と記されています。
私が登った日はあいにく常念岳は雲の中でしたが、晴れた日には、美しく堂々とした山容です。



岩魚さんという写真家の方がホームページで紹介されている、澄み渡る空にそびえる常念岳を是非ご覧ください。
（→　岩魚さんのホームページ）

７月３１日、登山口から山頂（２８５７m）までの標高差約１５００mを往復。ところどころに高山植物が咲く沢沿いの道を進み、胸突き
八丁の登りに入り、樹林帯を抜けると、常念小屋がある常念乗越に出ます。
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ここから山頂まで、ゴロゴロとした岩の上を歩く急な登りが続きます。疲労がピークになり、次の一歩がなかなか上がらず、苦しい、辛い
と思いながら、常念岳の名前について考えているうちに、山頂に到着。



下りは早く、登山口手前の「山の神」で手を合わせ、夕方に下山しました。



帰宅して「日本百名山」を開くと、常念岳は、かつては常念坊と呼ばれ「常に念じている僧のいる山の意である。」とあり、「評論家臼井
吉見氏が書いていた。松本の氏の小学校の校長はいつも窓から外を指して『常念を見よ』と言ったが、その言葉だけが今も強く記憶に残っ
ている。」とあります。
連続テレビ小説「おひさま」では、ドイツの詩人・ツェーザル・フライシュレンの詩「心に太陽を持て」を生徒に贈る場面があります。
「…勇気を失うな。くちびるに歌を持て。心に太陽を持て。」の詩です。
常念岳が語りかけてくれていることを考えます。
今度は、事務所の仲間と一緒に行けたらなと思います。

弁護士　猪　股　　正

見えない川をたどる
ここ埼玉総合法律事務所から、遊歩道を南へ5分ほど歩くと、さいたま市立岸町小学校がある。母校である。地域の地理や歴史を学ぶ授業
で、遊歩道と校庭の真下を川が流れていることを教えてもらった。その後、学校の真下を流れる見えない川の不思議な姿は記憶の奥底に沈
殿していた。

いつの間にか時が経った。「ハァッロー　ハロー　お元気？今夜　なにしてるの？TVなんか　見てないで　どこかへ　一緒に行こう」と
井上陽水がテーマソングを歌うＮＨＫのブラタモリのファンになった。何気ない光景の向こうに自然の営みや歴史が隠れている。暗渠（あ
んきょ）や段差や縁（へり）から見えないものが見えてくる。暗渠（あんきょ）とは、地下や蓋の下の暗いところを流れている見えない水
路のことである。地図とコンパスを持ち、小さな谷の分岐を探す沢登りのわくわく感ともどこか似ている。

ＪＲ埼京線の武蔵浦和駅の東側を笹目川が流れている。以前に比べると、随分と浄化され、今は、アオサギなどを見かけるようになった。
川の流れは南下し戸田の戸田漕艇場付近で荒川に合流する。逆に、北上して遡ると、国道17号と交わる地点で、川の流れが姿を消す。

川の上流方向には遊歩道がある。長年、ただ通り過ぎるだけの場所だっ
たが、ある日、暗渠だと気付いた。そして、小学生のころの遠い記憶が
蘇った。見えない川の痕跡を探す。この遊歩道は白幡緑道と名付けられ、
北へたどると、「中央排水路」と刻まれた古いコンクリートがひっそり
と草に埋もれていた。
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遊歩道は、右手の白幡沼を過ぎ、岸町小学校に突き当たる。

校門の左右に急な坂があり、小学校がＶ字の谷の底にあり、そこに川が
あることを物語っている。小学校の校庭を抜けると、遊歩道は岸町緑道
と名前を変える。

岸町緑道は、浦和駅周辺の耕地整理に伴って完成した岸町西大排水路が暗渠化されたものらしい。岸町緑道が終わると、車道の右に蓋暗渠
が続く。左には、さいたま拘置支所の崖があり、古そうな石垣が残っている。

以前は浦和監獄（刑務所）があり（地図は明治15年頃。「歴史的農業環境閲覧システム」より）、秩父事件で蜂起した農民も収監されて
いたらしい。
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そして、埼玉総合法律事務所前の坂下通りに合流する。坂下通りをさらに北へたどると、常盤公園（将軍家の浦和御殿跡）や井戸があり、
川が続いているのかもしれない。

魅惑されたのは私だけではない。ひと月前、北浦和駅東口、浦和高校の西を流れていたはずの天王川が姿を消していたことに気付いた。そ
して、この連休、息子と2人、時を忘れて天王川を探し暗渠を巡った。（報告は、またの機会にします。）

弁護士　猪　股　　正
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自由を獲得することの意味（２０１６年新年号代表あいさつ　弁
護士　猪股　正）
弁護士　猪股　正

昨年は、戦後７０年の平和国家の歩みを大きく変える戦争法が、憲法に背いて、多くの国民の声をも無視して、強行採決されました。

ときに国家権力は濫用され、人々の権利が蹂躙されてきたことは、戦前のユダヤ人大虐殺、治安維持法下の弾圧などの歴史が証明してきた
事実です。国家権力を縛り、権力の濫用を阻止し、人々の権利や自由を守るために制定されたのが憲法です（法の支配）。
ところが、安倍内閣は、平然と憲法に背いて、戦争法を成立させ、国会も、三権分立制のもとで内閣による権力の濫用を阻止する役割を担っ
ているのに、安倍内閣と一体となって戦争法を成立させました。
最高法規である憲法に従わない内閣や国会の存続をこのまま容認することは、憲法による法の支配を否定し、例えばナチスドイツのような、
恣意的な人の支配を認めることにつながります。

「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に
堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」。
自民党の憲法改正草案では削除されている憲法９７条です。今まさに、自由を獲得することの意味が、私たちひとり一人に問われていると
思います。

戦後最大の試練の年ともいえる今年、自由と民主主義、そして平和を守るため、所員一同、皆様と共に、奮闘する決意です。今年もよろし
くお願い申し上げます。

赤松岳先生に感謝（弁護士　猪股　正）
弁護士　猪股　正

埼玉医療問題弁護団の初代団長・赤松岳先生の記念講演の写真です。
赤松先生は、エホバの証人無断輸血事件など数々の医療訴訟を担当され、患者の権利擁護に長年力を尽くしてこられました。

歯科治療でガス壊疽菌に感染して、大学病院へ転院後、頬部の腫脹が拡大して気道閉塞となり、低酸素脳症に陥り亡くなられた方の事件を、
弁護士になりたてのころ、赤松先生と一緒に担当させていただきました。
医師に対する尋問の方法等々、様々なことを学ばせていただき、私が、今も、医療事件に関わることができているのは赤松先生のお陰であ
り、一緒に事件を担当させていただいた幸運に、心から感謝しています。
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雪の降る福島で（弁護士　猪股　正）
弁護士　猪股　正

２０１４年１１月１４日、飯舘村の村民２８３７人が、東京電力を相手方として、原子力損害賠償紛争解決センター（原発ＡＤＲ）に集団
申立てをした。
私も、弁護団に参加し、第２次集団申立て準備のため、１２月６日、福島へ行き、飯舘村から避難中の３世帯の方から事情をうかがった。
この冬一番の寒波が到来し、福島でも午後から雪が降り始めた。

飯舘村は、福島第１原発から北西３９キロに位置する。
２０１１年３月１１日の大震災後、同月１５日、福島第１原発２号機の格納容器が破損し大量の放射性物質が放出され、風により北北西へ
運ばれた。同日夕方からの雨は翌日に雪に変わった。この雨と雪で、放射性物質が地表へ沈着し、飯舘村に高い汚染をもたらした。
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しかし、当時、汚染情報は、村民に知らされなかった。

「炊き出しに参加して、外で、大きな鍋で牛乳を沸かして、みんなで飲んだの」
「雪が降った後、子どもたちは、雪で遊んでた。何にもわからなかったから」。
数分の沈黙が続いた。
悔しさで、お互い涙で声が詰まった。

こんなことは許されない。
償い、二度とこんなことが起きないようにすることが、生きている者のつとめのはずだ。

雇用破壊の強行（弁護士　猪股　正）
弁護士　猪股　正
　
12月13日、日弁連主催で「労働法制の規制緩和と貧困問題を考える市民大集会」が開催された。
寒空の中、日比谷野外音楽堂に2000人を超える市民が集まった。
連合、全労連、全労協などの労働組合が、労働運動の潮流を越えて幅広く結集するというかつてない集会となった。

政府は、成長戦略の名の下に、大がかりな規制緩和を進めようとしており、労働法制はかつてないほどの重大な危機を迎えている。
金さえ払えば自由に解雇ができる解雇の金銭解決制度、解雇をしやすくするための限定正社員制度、労働時間と休日の規制をはずし使用者
は残業させ放題で割増賃金も払わなくてよいというホワイトカラー・エグゼンプション、派遣を臨時的・一時的業務に限定するという原則
を大転換し、あらゆる業務において派遣を永続的に使用できる方向での派遣法の大改悪。
このような規制緩和が強行されれば、派遣を始めとする非正規雇用が一層増加して正社員は減少する。
不安定・低賃金労働がさらに拡大し、貧困と格差が一層深刻化することは明らかだ。

今回の集会の司会として日比谷野音の壇上に立ち、登壇者の発言を聞きながら、そびえ立つ官庁を見上げ、5年前の記憶が駆け巡った。
日比谷の年越し派遣村、仕事と住まいを失ったたくさんの人たち、公園の中に張られたテント、相談のテントに泊まりこんだ日々、開放さ
れた厚生労働省の講堂に入っていく人たち、視察に来て「派遣法抜本改正」を口々に訴えた政治家たち。

「成長」とは誰のためのものか。
私たちは学んだはずだ。
市民の力で、政治の横暴、強行を食い止めたい。
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生活保護基準引き下げは撤回されるべき（弁護士　猪股　正）
弁護士　猪股　正

国は、8月から、生活保護基準を引き下げることを決めました。

アベノミクスで2％の物価上昇が目指される中で、基準額が、今後、3年間で、平均6.5％、最大10％引き下げられます。これにより、
生活保護世帯96％の受給額が減り、総額670億円の生活保護費が削減されます。例えば、夫婦と子一人の世帯（都市部）で17
万2000円から15万6000円に1万6000円減少するなど、子育て世帯への影響が特に大きくなっています。1950年の現行生
活保護法制定以来、生活保護基準が引き下げられたのは2003年度（0.9％）と2004年度（0.2％）の2回だけであり、今回は
前例のない桁違いの引き下げとなっています。

日本では、今、一部の富裕層に莫大な富が集中する一方で、中流層が減少して貧困率は年々悪化、一人親家庭の貧困率はＯＥＣＤ加盟国中
最悪という、不平等と貧困を広げる社会構造へと変化しています。そういう中で、生活の困難に陥った人の命を守り、差別なく互いに支え
合うという生活保護制度は一層重要なものになっています。

政府は、生活保護受給者の増加と財政負担を問題視していますが、それは、この制度によって、それだけ多くの人の命が支えられたという
ことであり、政策の成功として評価すべきことのはずです。

私は、先日、フランスへ貧困対策の調査に行きました。フランスと日本を比較すると、全人口中の生活保護の利用率は5.7％対1.6％、
生活保護費の対ＧＤＰ比は4.1％対0.6％であり、日本は、諸外国に比べて、利用者も財政負担も低く抑えられているのです。

この問題は、生活保護を利用していない人の収入減・負担増の問題でもあります。生活保護基準は、非課税基準、介護保険、就学援助、保
育料、障害者サービスの利用料など、福祉・教育・税制など様々な施策の基準と連動しているからです。例えば、引き下げにより、介護保
険利用者112万人が負担増になります。

8月の次は、来年4月に引き下げが待っています。おかしいと言うことが、みんなの生活を守ることになります。生活保護を利用している
方のところには、役所から引き下げの通知が届いたはずです。60日以内であれば異議の申立（審査請求）が可能です。首都圏生活保護支
援法律家ネットワーク（電話048-866-5040）、または当事務所までご相談ください。
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あきらめず粘り強く現場での取組を続けること（弁護士　猪股
正）
弁護士　猪股　正

事務所４０周年の長い歴史の一コマ。４年前、派遣切りの嵐が吹き荒れ、リーマンショックがあった２００８年。私たちは、１２月２４日、
全国で連携して年越し電話相談会を実施した。埼玉では、埼玉総合法律事務所の会議室に、臨時電話を１０回線設置した。会議室は、参加
した弁護士、司法書士、社会福祉士、労働組合関係者などで埋め尽くされた。スタートから相談が相次ぎ、夜には、会議室に、テレビ朝日
ニュースステーションのカメラが入った。「派遣で切られた」「所持金が尽きかけている」「住まいを失った」といった追い詰められた人
たちからの相談が殺到し、電話に対応する弁護士らの姿とともに、全国に放映された。午前零時の相談会終了まで、殺到する電話の悲鳴の
ような音が鳴り響き、会議室は修羅場のようだった。膨大な数の人が生死の淵をさまよっていることを実感し、貧困と格差を拡大させた構
造改革政策に対する怒りをあらたにした日だった。その数日後、日比谷の年越し派遣村の取組へと突入した。

あれから４年。振り返れば、一部の富裕層に富が集中する一方で、貧困率は過去最悪、貧困の要因である労働分野での非正規雇用への置き
換えの流れも変わらず、残念ながら、貧困と格差の拡大に歯止めはかからなかった。そして、年末の大事な時期に、政治は、総選挙へと走
り、生活の困難を抱えた人の年末対策は置き去りになっている。私たちは、年末、再び、この事務所の会議室に臨時電話を設置し、「明る
い正月を！全国一斉　年越し電話相談会」を行う。

そして、年が明けて２０１３年も、みんなが人間らしく働き生活できる明るい社会になるよう、現場での取組を、あきらめず、粘り強く続
けたい。

自殺へと追い込まれる国（弁護士　猪股　正）
弁護士　猪股　正

１　東尋坊
福井県の東尋坊は、日本海に面して切り立った断崖であり、過去30年間で650人が亡くなっている自殺多発地帯だ。岩場の最先端まで
誰でも行くことができ、下をのぞくと目がくらむような場所だ。
先日、東尋坊で自殺防止の取組を続ける茂幸雄さんを訪ね、東尋坊タワー前に茂さんが開業している茶屋「心に響くおろしもち店」でお話
を聞かせてもらった。茂さんは、東尋坊のパトロールを続け、2004年に本格的に活動を始めてから、385人の自殺企図者に声をかけ
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http://toujinbou4194.com/


た。

「昨年派遣切り。職を探しても見付からず、借金も膨れ、毎日取立を受け、親に勘当されて家を出て、10万円を持って兵庫、滋賀と野宿
しながら職探しをして歩いたものの仕事に就けず、所持金も5500円とわずかになり、途方にくれ、自殺を考えて岩場に立ってしまった。
」

「警備会社の交通整理員として働いているが公共工事が取れないため仕事がなく、１か月3～5万円の給料が続き、就活をしても仕事はな
く、家賃も滞り、物損事故を起こし、自殺を考えて東尋坊にたどり着き、飛び込む場所が見付かり、人気がなくなってから飛び込もうとし
ていたところを声をかけられた。」

「大学4年であり、就活に失敗し、これ以上親に迷惑をかけたくないから死にたい。」

いずれも、今年、東尋坊の断崖から自殺しようとした人たちから、茂さんらグループが聴き取ったものだ。

「今日まで声をかけた385人の中に、本当に死にたい人は誰ひとりいなかった。自殺しようとした人たちは、よくよく話すと本当は死に
たくないと思っている。再出発したいし、助けて欲しい。けれども、追い詰められて死なざるを得ない。」

だから、「死にたい人は死んだらいいという考えは間違っている。自殺は本人が弱いのではない。社会的な支援の力が弱い。」。茂さんの
言葉だ。

２　見えざる落とし穴だらけの国
今、この国では、毎年3万人以上、1日90人もの人が自ら命を絶っている。自殺者数は、1998年に前年から8472人増加して3
万2863人となり、その後、14年連続で3万人を超え、国際比較でも、日本の自殺率はワースト6位（2010年）という異常な事態
が続いている。
政府は、2006年に自殺対策基本法、2007年に自殺対策大綱を策定して自殺対策に乗り出したが、自殺は減少していかない。

ＮＰＯ法人ライフリンクの清水康之氏は、「たとえるならば、日本社会に3万個の見えざる落とし穴があって、穴に落ちた人、落とされた
人から自殺で亡くなっているということだ。そしてその穴には、…自ら積極的に落ちているわけでもない。じわじわと穴に追い込まれ、気
づいたら抜け出せなくなっている。」と述べている（雑誌世界2012年8月号）が、自殺の背景には、見えざる落とし穴だらけになって
いるという日本社会の現状がある。

３　自殺増加の背景
1990年代以降、日本社会は大きく変化した。
1990年に20％であった非正規労働者の割合は2011年には35.4％、3人に1人以上となる中で世帯所得は次第に減少
し、1990年代半ばに10％台だった貯蓄ゼロ世帯（2人以上世帯調査）は2011年には28.6％まで増加し、生活が「苦しい」と
答えた世帯は1990年代半ばの45％前後から2011年には過去最多の61.5％に達し、貧困率は1994年の13.7％か
ら2009年には16％にまで上昇し過去最悪の水準となっている。

しかし、その一方で、バブル崩壊によって低迷した景気は次第に回復し、2002年から2008年のリーマンショック前までの間は、戦



後最長の好景気が続き過去最高益を更新する企業が続出し、所得格差が拡大した。
このような社会の変化は、企業の競争力を強化するため、企業にとって負担となる市場の障害物や成長を抑制するものを取り除くという新
自由主義政策が推進され、非正規雇用への置き換えにより低賃金・不安定就労が広がり、社会保障制度が切り縮められた結果である。

新自由主義は、競争主義、個々人の自己責任を強調し、「努力が報われる社会」で格差は当然、競争に負けて、就職できないのも自己責任、
困窮しホームレスになるのも自己責任という空気を社会に広げた。

政府の自殺対策にもかかわらず自殺が減少しない背景には、このように、新自由主義政策により雇用の不安定化と社会保障の機能不全が進
み、貧困と格差が拡大したという社会構造的な問題がある。
人々は、労働問題、生活問題などの様々な解決困難な問題を抱え、自己責任が強調される中で、死へと追い詰められていく。

本当に死にたい人は誰もいない。自殺は本人が弱いからではない。
普通に努力しても報われず、落とし穴へと追い詰められていく社会構造が作られている中で、個人の自己責任を強調することは間違ってい
る。
政治的・社会的責任を個人の自己責任へと転嫁するのではなく、社会構造的問題を直視して、これを除くことが必要だ。

埼玉弁護士会は9月29日、日弁連は10月4日に、自殺対策のシンポジウムを開催する。自殺のない社会に向けて、今、一人ひとりが行
動するときだと思う。


